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社会福祉法人 春日市社会福祉協議会  

旅 費 規 程  

 

昭和５１年１０月 １日制定  

平成 ９年 ４月 １日一部改正  

平成２４年 ３月２９日一部改正  

 

 （目的）  

第１条 この規程は、業務のため旅行する社会福祉法人春日市社会福祉協議会（以下「本  

 会」という。）の役員及び職員（以下「職員等」という。）並びに職員等以外の者に対  

 して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（旅費の支給）  

第２条 本会の職員等が出張（業務のため一時事務所を離れて旅行することをいう。）及  

 び職員等以外の者が出張（業務のため一時住所を離れて旅行することをいう。）した場  

 合は、旅費を支給する。  

 （旅費命令等）  

第３条 旅行は会長又はその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）の発する  

 旅行命令又は旅行依頼（以下「旅行命令等」という。）によって行うものとする。  

２ 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って、  

 旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請  

 をしなければならない。  

３ 旅行者は、前項の規程による旅行等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行  

 命令等に従わないで旅行した後すみやかに、旅行命令等の変更の申請をしなければなら  

 ない。  

 （旅費の種類及び額）  

第４条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、そ  

 の額は、別表第１とする。  

 （旅費の調整）  

第５条 旅行者が業務用の交通機関等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特  

 別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程による旅費を支給した場合には不当に  

 旅費の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において  

 は、その実費をこえることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しない  

 ことができる。  

 （旅費の支給方法）  

第６条 旅行者の旅費の支給方法については、春日市職員等の旅費に関する条例の規定に  

 準じて支給する。  

 （委任）  

第７条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。  
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附 則  

 この規程は、平成 ９年 ４月 １日から施行する。  

   附  則  

 この規程は、平成２４年 ４月 １日から施行する。  

 



13-3 

別表第１  

     区    分     支給額等  

     鉄道賃   旅費運賃、急行料金  

 座席指定料金  

    航空賃、船賃   実費額  

 

車  

賃  

 バス軌道   実費額  

 

 定  額  

（旅行中の日数が引き続い

た場合１日につき）  

  ２，４００円  

   日  当（１日 につき）    ２，２００円  

宿  

泊  

料  

 甲地方 （１夜 につき）   １０，９００円  

 乙地方 （１夜 につき）    ９，８００円  

    食卓料（１日 につき）    ２，２００円  

 

  備考  

１．鉄道賃はＪＲ及び私鉄（地下鉄を含む｡）を利用した場合に支給する。  

２．急行料金（特別急行料金を含む｡）は、特別急行列車を運行する路線による旅行では  

  片道１００キロメートル以上のもの、普通急行列車を運行する路線による旅行では５  

０キロメートル以上のものの場合に支給する。  

３．航空賃は、旅行命令権者が業務上やむを得ない事情により航空機の利用を許可した  

  場合に支給する。  

４．車賃は、バス軌道（モノレール、路面電車等を含む｡）の実費額を支給する。ただし、  

  宿泊を伴う旅行の場合には、旅行中の日数に応じ１日当たりの定額により支給するこ  

  とができる。  

５．大野城市、筑紫野市、太宰府市、那珂川町及び福岡市への旅行の場合において宿泊が伴

う時の日当の額は、表に定める額の２分の１の額とする。  

６．福岡県内及び佐賀市・鳥栖市・神埼市・三養基郡及び神埼郡への旅行の場合において宿

泊が伴わない時は、日当は支給しない。  

７．甲地方及び乙地方の区分については、春日市の例による。  

８．食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合に限り支給する。  


